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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
六
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚

生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
六
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条

の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ

る
の
で
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

八
王
子
市
裏
高
尾
町
一
三
一
四
番
三
及
び
同
番
六
か
ら
同
番
一

七
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

裏
高
尾
町
一
三
一
四
番
一
七
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定

め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面

及
び
関
係
書
類
を
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
八
王
子
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
六
十
九
号

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
は
、
道
路

整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
八
条
第
一
項

第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
九
月
十
四
日
、
都
道
（
首
都

高
速
道
路
）
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
。

つ
い
て
は
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
十
月
十
二
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
及
び
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
東
京

西
局
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

首
都
高
速
二
号

二

変
更
の
区
間

港
区
海
岸
一
丁
目
十
一
番
四
地
内
か
ら
同
区
芝

浦
一
丁
目
一
番
九
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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公

告

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
か
ら
、
受
託
を
希
望
す
る
銀
行
等
は
定
め

ら
れ
た
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
十
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
四
百
九
十
二
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
五
千
万
円

二
百
五
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
三
年
一
月
六
日
か
ら
同
月
二
十
六

日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
七
百
四
十
万

円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
五
百
八
十
九

万
一
千
六
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
二
百
八
十
二

万
五
千
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
二
年
十
月
二
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
四
百
九
十
三
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

六
億
円

三
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
三
年
一
月
十
三
日
か
ら
同
年
二
月

二
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
二
億
六
千
九
十
万

円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
五
百
五
十
四

万
五
千
四
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
四
千
六
百
二
万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
二
年
十
月
二
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
四
百
九
十
四
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
四
千
万
円

百
二
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
三
年
一
月
十
三
日
か
ら
同
年
二
月

九
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
一
千
四
百
万

円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
三
百
万
三
千

六
百
四
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
三
百
三
十
四
万

四
千
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
二
年
十
月
二
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
四
百
九
十
五
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
五
千
万
円

二
百
五
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
三
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
二

月
十
六
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
七
百
四
十
万

円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
五
百
七
十
八

万
一
千
六
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
二
百
八
十
二

万
五
千
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
二
年
十
月
二
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
四
百
九
十
六
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

三
億
円

百
五
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
三
年
二
月
十
日
か
ら
同
年
三
月
九

日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
四
千
二
百
五

十
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
七
百
八
十
五

万
二
千
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
六
百
六
十
八
万

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
二
年
十
月
二
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。
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一

名
称

第
二
千
四
百
九
十
七
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
五
千
万
円

二
百
五
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
三
年
三
月
三
日
か
ら
同
月
二
十
三

日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
七
百
四
十
万

円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
五
百
八
十
九

万
一
千
六
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
二
百
八
十
二

万
五
千
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
二
年
十
月
二
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
四
百
九
十
八
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
円

百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
三
年
三
月
十
日
か
ら
同
月
三
十
一

日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
九
千
五
百
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
八
百
五
十
六
万

八
千
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
百
十
二
万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
二
年
十
月
二
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
四
百
九
十
九
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

四
億
円

二
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
三
年
三
月
十
日
か
ら
同
月
三
十
一

日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
七
千
五
百
九

十
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
三
千
六
百
八
十
一

万
七
千
九
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
三
千
六
十
八
万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
二
年
十
月
二
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
関
係
区
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
決
定
の
告
示

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
八
月
十
一
日
目
黒
区
告
示
第
四
百
五

十
二
号

自
由
が
丘
駅
前

西
及
び
北
地
区

地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
市

街
地
再
開
発
事
業

令
和
二
年
八
月
十
七
日
東
京
都
北
区
告
示
第
六

百
六
号

赤
羽
一
丁
目
第

一
地
区
第
一
種

市
街
地
再
開
発

事
業

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
八
月
十
七
日
東
京
都
北
区
告
示
第
六

百
八
号

赤
羽
一
丁
目
地

区
地
区
計
画

八
王
子
都
市
計
画

地
区
計
画

令
和
二
年
八
月
二
十
日
八
王
子
市
告
示
第
二
百

五
十
五
号

子
安
町
三
丁
目

地
区
地
区
計
画

日
野
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
日
野
市
告
示
第
百
四

十
六
号

高
幡
台
団
地
地

区
地
区
計
画

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
係

区
市
町
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
変
更
の
告
示

東
京
都
市
計
画
道

路

令
和
二
年
六
月
十
二
日
中
央
区
告
示
第
二
百
十

三
号

特
殊
街
路
千
代
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田
・
中
央
歩
行

者
専
用
道
第
二

号
線
及
び
同
第

三
号
線

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
七
月
二
十
一
日
新
宿
区
告
示
第
四
百

七
十
八
号

神
楽
坂
三
・
四

・
五
丁
目
地
区

地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
八
月
三
日
品
川
区
告
示
第
四
百
七
号

東
五
反
田
二
丁

目
第
三
地
区
地

区
計
画

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
二
年
八
月
三
日
品
川
区
告
示
第
四
百
八
号

東
京
都
市
計
画
緑

地

令
和
二
年
八
月
十
三
日
世
田
谷
区
告
示
第
六
百

三
十
号

第
六
十
四
号
成

城
み
つ
池
緑
地

東
京
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
二
年
八
月
六
日
中
野
区
告
示
第
八
十
六
号

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
二
年
六
月
三
日
杉
並
区
告
示
第
百
七
十
三

号

第
二
・
二
・
五

十
一
号
清
水
二

丁
目
公
園

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
二
年
八
月
七
日
杉
並
区
告
示
第
三
百
三
十

九
号

第
二
・
二
・
五

十
号
上
ノ
台
公

園
東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
二
年
八
月
七
日
杉
並
区
告
示
第
三
百
四
十

号

第
二
・
二
・
五

十
二
号
松
庵
二

丁
目
公
園

東
京
都
市
計
画
高

度
利
用
地
区

令
和
二
年
八
月
十
七
日
東
京
都
北
区
告
示
第
六

百
七
号

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日
練
馬
区
告
示
第
三
百

六
十
号

第
八
・
二
・
三

十
五
号
谷
原
一

丁
目
農
業
公
園

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日
練
馬
区
告
示
第
三
百

六
十
一
号

第
八
・
二
・
三

十
六
号
南
大
泉

四
丁
目
農
業
公

園
東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
足
立
区
告
示
第
三
百

四
十
五
号

足
立
東
部
地
域

平
野
・
東
六
月

町
地
区
地
区
計

画
東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
足
立
区
告
示
第
三
百

四
十
六
号

第
二
・
二
・
百

五
十
三
号
東
六

月
町
第
二
公
園

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
足
立
区
告
示
第
三
百

四
十
六
号

第
二
・
二
・
百

五
十
四
号
平
野

三
丁
目
公
園

八
王
子
都
市
計
画

用
途
地
域

令
和
二
年
八
月
二
十
日
八
王
子
市
告
示
第
二
百

五
十
四
号

八
王
子
都
市
計
画

令
和
二
年
八
月
二
十
日
八
王
子
市
告
示
第
二
百

地
区
計
画

五
十
六
号

北
野
台
地
区
地

区
計
画

八
王
子
都
市
計
画

公
園

令
和
二
年
八
月
二
十
日
八
王
子
市
告
示
第
二
百

五
十
八
号

第
四
・
四
・
四

号
八
王
子
中
央

公
園

武
蔵
野
都
市
計
画

生
産
緑
地
地
区

令
和
二
年
八
月
三
十
一
日
武
蔵
野
市
告
示
第
百

六
十
四
号

府
中
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日
府
中
市
告
示
第
百
十

九
号

町
田
都
市
計
画
道

路

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日
町
田
市
告
示
第
百
九

十
七
号

三
・
三
・
七
号

原
町
田
川
崎
線

調
布
都
市
計
画
公

園

令
和
二
年
八
月
二
十
一
日
調
布
市
告
示
第
三
百

五
十
五
号

第
八
・
二
・
七

号
深
大
寺
・
佐

須
地
域
農
業
公

園
調
布
都
市
計
画
道

路

令
和
二
年
九
月
七
日
調
布
市
告
示
第
三
百
七
十

五
号

三
・
四
・
五
号

狛
江
下
布
田
線

日
野
都
市
計
画
一

団
地
の
住
宅
施
設

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
日
野
市
告
示
第
百
四

十
五
号

高
幡
台
一
団
地

の
住
宅
施
設

日
野
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
日
野
市
告
示
第
百
四

十
七
号

調
布
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
九
月
十
一
日
狛
江
市
告
示
第
二
百
四

十
二
号
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岩
戸
北
一
・
二

丁
目
、
東
野
川

一
丁
目
周
辺
地

区
地
区
計
画

東
村
山
都
市
計
画

緑
地

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日
清
瀬
市
告
示
第
百
五

十
三
号

第
十
一
号
清
瀬

中
里
せ
せ
ら
ぎ

緑
地

多
摩
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日
稲
城
市
告
示
第
二
十

八
号

向
陽
台
地
区
地

区
計
画

多
摩
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日
稲
城
市
告
示
第
二
十

九
号

向
陽
台
東
地
区

地
区
計
画

多
摩
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
二
年
六
月
三
十
日
稲
城
市
告
示
第
八
十
二

号

多
摩
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
二
年
六
月
三
十
日
稲
城
市
告
示
第
八
十
三

号

多
摩
都
市
計
画
道

路

令
和
二
年
六
月
三
十
日
稲
城
市
告
示
第
八
十
四

号

七
・
五
・
三
号

宿
榎
戸
線

多
摩
都
市
計
画
公

園

令
和
二
年
六
月
三
十
日
稲
城
市
告
示
第
八
十
五

号

第
二
・
二
・
十

五
号
円
覚
寺
公

園
多
摩
都
市
計
画
公

園

令
和
二
年
六
月
三
十
日
稲
城
市
告
示
第
八
十
五

号

第
二
・
二
・
三

十
八
号
三
沢
川

親
水
公
園

多
摩
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
六
月
三
十
日
稲
城
市
告
示
第
八
十
六

号

稲
城
榎
戸
地
区

地
区
計
画

大
島
都
市
計
画
と

畜
場

令
和
二
年
九
月
八
日
告
示
第
十
六
号

第
一
号
大
島
町

三
原
と
場

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

雑

報
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